
8 条－51 
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8 条－52 
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8 条－53 
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8 条－54 

 

八条－参考 6 

既許可 添付書類八 
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8 条－55 
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8 条－56 
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8 条－57 

 

八条－参考 7 

既許可 添付書類八 
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8 条－58 

 

八条－参考 8 

既許可 添付書類八 
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8 条－59 

 

八条－参考 9 

既許可 添付書類八 
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8 条－60 
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8 条－61 
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8 条－62 
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8 条－63 

 

八条－参考 10 

既許可 添付書類八 
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8 条－64 
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8 条－65 

 

八条－参考 11 

既許可 添付書類八 
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8 条－66 
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8 条－67 
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8 条－68 
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8 条－69 

 

八条－参考 12 

既許可 添付書類八 
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8 条－70 
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8 条－71 
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9 条補足説明資料 

溢水による損傷の防止等 
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9 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（溢水による損傷の防止等） 

第九条 安全施設は、発電用原子炉

施設内における溢水が発生した場合に

おいても安全機能を損なわないもので

なければならない。 

 

第９条(溢水による損傷の防止等) 

１ 第１項は、設計基準において想定

する溢水に対して、安全施設が安全

機能を損なわないために必要な安全

施設以外の施設又は設備等（重大事

故等対処設備を含む。）への措置を含

む。 

２ 第１項に規定する「発電用原子炉

施設内における溢水」とは、発電用

原子炉施設内に設置された機器及び

配管の破損（地震起因を含む。）、消

火系統等の作動、使用済燃料貯蔵槽

等のスロッシングその他の事象によ

り発生する溢水をいう。 

３ 第１項に規定する「安全機能を損

なわないもの」とは、発電用原子炉

施設内部で発生が想定される溢水に

対し、原子炉を高温停止でき、引き

続き低温停止、及び放射性物質の閉

じ込め機能を維持できること、また、

停止状態にある場合は、引き続きそ

の状態を維持できることをいう。さ

らに、使用済燃料貯蔵槽においては、

プール冷却機能及びプールへの給水

機能を維持できることをいう。 

 

適合対象 

（2.1 に設計方

針等を示す） 
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9 条－2 

２ 設計基準対象施設は、発電用原子

炉施設内の放射性物質を含む液体を

内包する容器、配管その他の設備か

ら放射性物質を含む液体があふれ出

た場合において、当該液体が管理区

域外へ漏えいしないものでなければ

ならない。 

４ 第２項に規定する「容器、配管そ

の他の設備」には、次に掲げる設備

を含む。 

・ポンプ、弁 

・使用済燃料貯蔵プール（ＢＷＲ）、

使用済燃料貯蔵ピット（ＰＷＲ） 

・サイトバンカ貯蔵プール 

・原子炉ウェル、機器貯蔵プール（Ｂ

ＷＲ） 

・原子炉キャビティ（キャナルを含

む。）（ＰＷＲ） 

適合対象外 

（2.2 に示すと

おり，圧縮減容

装置は，放射性

物質を含む液

体を内包して

いないため） 
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9 条－3 

2. 適合のための設計方針等 

「１．要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための

設計方針等を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設

計方針等を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第九条第１項について 

2.1.1 防護対象設備 

既許可における設計方針等 

既許可では，溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必

要がある施設を，発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する

審査指針（以下「重要度分類審査指針」という。）における分類のクラス

1，クラス 2 及びクラス 3 に属する構築物，系統及び機器としている。 

この中から，溢水防護上必要な機能を有する構築物，系統及び機器を選定

する。具体的には，原子炉を高温停止でき，引き続き低温停止，及び放射性

物質の閉じ込め機能を維持するために必要な設備，停止状態にある場合は引

き続きその状態を維持するために必要な設備として，重要度分類審査指針に

おける分類のクラス 1，2 に加え，安全評価上その機能を期待するクラス 3 

に属する構築物，系統及び機器並びに使用済燃料プールの冷却機能及び給水

機能に属する構築物，系統及び機器を抽出している。 

以上を踏まえ，溢水防護対象設備として，重要度の特に高い安全機能を有

する構築物，系統及び機器，並びに，使用済燃料プールの冷却機能及び給水

機能を維持するために必要な構築物，系統及び機器を抽出している。 

上記に含まれない構築物，系統及び機器は，溢水により損傷した場合であ

っても，代替手段があること等により安全機能は損なわれない設計としてい
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9 条－4 

る。以上の考えに基づき選定された溢水から防護すべき系統設備を第 9－1

表に示す。 

  なお，考慮すべき溢水事象としては，想定破損による溢水，消火水の放水

による溢水，地震起因による溢水及びその他の溢水を想定して評価すること

としている。 

【九条－参考 1,2】 
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9 条－5 

第 9－1 表 溢水から防護すべき系統設備（1／3） 

機能 系統・機器 
重要度

分類 

原子炉の緊急停止機能 制御棒及び制御棒駆動系 MS-1 

未臨界維持機能 
制御棒及び制御棒駆動系 

ほう酸水注入系 

MS-1 

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防

止機能  

逃がし安全弁 

(安全弁としての開機能) 

MS-1 

原子炉停止後における除熱のための   

崩壊熱除去機能 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） MS-1 

注水機能 
原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 
MS-1 

圧力逃がし機能 
逃がし安全弁(手動逃がし機能) 

自動減圧系(手動逃がし機能) 

MS-1 

事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷

却のための 

  

原子炉内高圧時における注水機能 

原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 

自動減圧系 

MS-1 

原子炉内低圧時における注水機能 

低圧炉心スプレイ系 

残留熱除去系（低圧注水系） 

高圧炉心スプレイ系 

MS-1 

格納容器内又は放射性物質が格納容器

内から漏れ出た場所の雰囲気中の放射性

物質の濃度低減機能 

非常用ガス処理系 

非常用ガス再循環系 

MS-1 

格納容器の冷却機能 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

系） 

MS-1 

格納容器内の可燃性ガス制御機能 可燃性ガス濃度制御系 MS-1 

非常用交流電源から非常用の負荷に対

し電力を供給する機能 
非常用所内電源系（交流） 

MS-1 

非常用直流電源から非常用の負荷に対

し電力を供給する機能 
非常用所内電源系（直流） 

MS-1 

非常用の交流電源機能 
非常用所内電源系（非常用ディーゼル

発電機含む） 
MS-1 

非常用の直流電源機能  直流電源系 MS-1 

非常用の計測制御用直流電源機能  計測制御用電源設備 MS-1 

補機冷却機能 残留熱除去系海水系，非常用ディーゼ

ル発電機海水系及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機海水系 

MS-1 

冷却用海水供給機能 MS-1 

原子炉制御室非常用換気空調機能 中央制御室換気系 MS-1 
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9 条－6 

第 9－1 表 溢水から防護すべき系統設備（2／3） 

機能 系統・機器 
重要度

分類 

圧縮空気供給機能 

逃がし安全弁 

自動減圧機能及び主蒸気隔離弁のアキュ

ムレータ 

MS-1 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成

する配管の隔離機能 
原子炉冷却材圧力バウンダリ隔離弁 

MS-1 

原子炉格納容器バウンダリを構成す

る配管の隔離機能 
原子炉格納容器バウンダリ隔離弁 

MS-1 

原子炉停止系に対する作動信号（常

用系として作動させるものを除く）の

発生機能 

原子炉保護系（スクラム機能） 

MS-1 

工学的安全施設に分類される機器若

しくは系統に対する作動信号の発生

機能 

工学的安全施設作動系 

・非常用炉心冷却系作動の安全保護回路 

・原子炉格納容器隔離の安全保護回路 

・原子炉建屋ガス処理系作動の安全保護回路 

・主蒸気隔離の安全保護回路 

MS-1 

事故時の原子炉の停止状態の把握機

能 

計測制御装置 

・中性子束（起動領域計装） 

MS-2 

事故時の炉心冷却状態の把握機能 

計測制御装置及び放射線監視装置 

原子炉圧力及び原子炉水位 

原子炉格納容器圧力 

MS-2 

事故時の放射能閉じ込め状態の把握

機能 

計測制御装置及び放射線監視装置 

原子炉格納容器圧力 

格納容器エリア放射線量率及び 

サプレッション・プール水温度 

MS-2 

事故時のプラント操作のための情報

の把握機能 

計測制御装置 

原子炉圧力 

原子炉水位（広帯域，燃料域） 

原子炉格納容器圧力 

サプレッション・プール水温度 

原子炉格納容器水素濃度及び原子炉格納

容器酸素濃度 

MS-2 

主排気筒放射線モニタ 

気体廃棄物処理系設備エリア排気放射線

モニタ 

MS-3 
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9 条－7 

第 9－1 表 溢水から防護すべき系統設備（3／3） 

機能 系統・機器 
重要度

分類 

燃料プール冷却機能 
燃料プール冷却浄化系 

残留熱除去系 

PS-3 

燃料プールへの給水機能 残留熱除去系 
MS-2 

   

192



9 条－8 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

圧縮減容装置を含む固体廃棄物処理系は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－

３）を有する設備である。このため，クラス 1，2 に加え，安全評価上その

機能を期待するクラス 3 に属する構築物，系統及び機器並びに使用済燃料

プールの冷却機能及び給水機能に属する構築物，系統及び機器に該当しな

い。したがって，第 9－1 表に示す溢水から防護すべき系統設備に該当しな

いこととなり，溢水により損傷した場合であっても，代替手段があること等

により安全機能が損なわれない設計とする。 

具体的には，想定される溢水により固体廃棄物作業建屋の壁等が損傷する

ことはなく，安全機能は損なわれない。 

したがって，圧縮減容装置の設置時における設計方針等は，既許可におけ

る設計方針等を踏まえたものである。 

 

2.1.2 溢水影響評価 

既許可における設計方針等 

  既許可では，溢水防護対象設備が設置されている原子炉建屋，タービン建

屋及び使用済燃料乾式貯蔵建屋について，溢水防護区画を設定し「想定破損

による溢水」等による溢水影響評価を行っている。固体廃棄物作業建屋には

溢水防護対象設備がなく，固体廃棄物作業建屋内での溢水源も想定していな

い。これは，固体廃棄物作業建屋内機器の流体の保有量が少量であり，固体

廃棄物作業建屋外への流出は考慮不要であるためである。 

【九条－参考 2】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

圧縮減容装置は，作動油 1.2 m３を保有し，溢水防護区画外である固体廃

棄物作業建屋に設置される。また，圧縮減容装置は耐震Ｃクラスであり，油

193



9 条－9 

が漏えいした場合に備え，機器の周囲には堰を設置する。この他，固体廃棄

物作業建屋には，既に設置されているクレーン等に油が 0.4m３内包されてい

る。 

以上を踏まえ，これらの油が漏えいした場合の影響評価は以下のとおり。 

圧縮減容装置から作動油 1.2 m３が漏えいした場合においても，その周囲

には漏えいの拡大が防止可能な堰を設ける設計としている。また万一，圧縮

減容装置の周囲の堰外に漏えいが拡大した場合，既に設置されているクレー

ン等からの漏えいを加味しても，固体廃棄物作業建屋の開口部に設置されて

いる別の堰（15 ㎝以上：九条－参考 4）内の滞留可能容積約 4.8m３に対して

十分に余裕がある。ここで，滞留可能容積については，固体廃棄物作業建屋

１階の堰内の範囲のうち，ドラム缶等が設置されない仕分け・切断作業エリ

アの一部の範囲である廃棄物収納容器運搬エリア（九条－参考 4）のみに留

まった場合を想定している。 

以上から，圧縮減容装置設置後も固体廃棄物作業建屋内の機器が保有する

油は少量であり，漏えいが発生した場合でも，固体廃棄物作業建屋内に留ま

る。このため，溢水防護対象設備への影響はないため，既許可における溢水

影響評価の見直しは不要である。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 

【九条－参考 3,4】 

 

2.2 設置許可基準規則第九条第２項について 

既許可における設計方針 

  既許可では，管理区域内で発生した溢水の管理区域外への伝搬経路となる

箇所については，壁，扉，堰等による漏えい防止対策を行うことにより，機
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9 条－10 

器の破損等により生じた放射性物質を内包する液体が管理区域外に漏えいす

ることを防止する設計としている。 

【九条－参考 5】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針 

圧縮減容装置は，放射性物質を含む液体を内包していない。このため，本

項については適合対象外である。 

以 上 
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9 条－11 

【九条－参考 1】 

既許可 添付資料八 

 

 

196



9 条－12 
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9 条－14 
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9 条－16 
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9 条－17 

【九条－参考 2】 

既許可 まとめ資料「溢水による損傷の防止等」 
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9 条－18 

【九条－参考 3】 

既許可 まとめ資料「火災による損傷の防止」 
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9 条－19 
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9 条－20 

【九条－参考 4】 

工事計画届出書「固体廃棄物作業建屋設置工事（平成２３年１０月１３日）」
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9 条－23 

【九条－参考 5】 

既許可 まとめ資料「溢水による損傷の防止等」 
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10 条補足説明資料 

誤操作の防止 
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10 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に

関する規則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則の解釈 備考 

（誤操作の防止） 

第十条 設計基準対象施設は、誤操

作を防止するための措置を講じ

たものでなければならない。 

 

第１０条（誤操作の防止） 

１ 第１項に規定する「誤操作を防止するた

めの措置を講じたもの」とは、人間工学

上の諸因子を考慮して、盤の配置及び操

作器具並びに弁等の操作性に留意する

こと、計器表示及び警報表示において発

電用原子炉施設の状態が正確かつ迅速

に把握できるよう留意すること並びに

保守点検において誤りを生じにくいよ

う留意すること等の措置を講じた設計

であることをいう。 

適合対象 

（2.1 誤操作

防止の措置に

設計方針を示

す） 

また、運転時の異常な過渡変化又は設計

基準事故の発生後、ある時間までは、運

転員の操作を期待しなくても必要な安

全機能が確保される設計であることを

いう。 

適合対象外

（2.1 に運転

時の異常な過

渡変化時及び

設計基準事故

時に期待する

設備ではない

ため対象外で

あることを示

す） 

２ 安全施設は、容易に操作するこ

とができるものでなければなら

ない。 

２ 第２項に規定する「容易に操作すること

ができる」とは、当該操作が必要となる

理由となった事象が有意な可能性をも

って同時にもたらされる環境条件（余震

等を含む。）及び施設で有意な可能性を

もって同時にもたらされる環境条件を

想定しても、運転員が容易に設備を運転

できる設計であることをいう。 

適合対象 

（2.2 容易に

操作すること

ができるため

の措置に設計

方針を示す）
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10 条－2 

2. 適合のための設計方針等 

「１.要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針等を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設計方

針等を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第十条第 1 項について 

既許可における設計方針等 

 既許可では，誤操作を防止するための措置として「実用発電用原子炉及び

その附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」に基づき，運転員

の誤操作を防止するため，盤の配置，操作器具等の操作性に留意するととも

に，状態表示及び警報表示により発電用原子炉施設の状態が正確，かつ迅速

に把握できる設計としている。また，保守点検において誤りが生じにくいよ

う留意した設計としている。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故発生後，ある時間までは，運転

員の操作を期待しなくても必要な安全機能が確保される設計としている。 

さらに，その他の安全施設の操作などについても，プラントの安全上重要

な機能を損なうおそれがある機器・弁やプラント外部の環境に影響を与える

おそれのある現場弁等に対して，色分けや銘板取り付けによる識別管理を行

うとともに，施錠管理により誤操作を防止する設計としている。 

これらを留意した設計とすることにより，誤操作を防止することとしてい

る。 

【10 条－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

 圧縮減容装置は，作業員の誤操作を防止するため，盤の配置，操作器具等

の操作性に留意するとともに，状態表示及び警報表示により圧縮減容装置の
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10 条－3 

状態が正確，かつ迅速に把握できる設計とする（第１図）。また，保守点検

において誤りが生じにくいよう留意した設計とする。 

ここで，設置許可基準規則解釈第 10 条 1 における「運転時の異常な過渡

変化及び設計基準事故発生後に係る設計」については，圧縮減容装置が運転

時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に期待する設備でないことから適

合対象外である。 

以上のとおり，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたもので

あり，本項に適合する。 

 

2.2 設置許可基準規則第十条第２項について 

既許可における設計方針等 

 既許可では，安全施設は容易に操作することができるものでなければなら

ないとして，設置許可基準規則解釈第 10 条 2 に基づき，当該操作が必要と

なった事象が有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件（余震等を

含む。）及び施設で有意な可能性をもって同時にもたらされる環境条件を想

定しても，容易に設備を運転できる設計としている。 

【10 条－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

圧縮減容装置は，当該操作が必要となる理由となった事象が有意な可能性

をもって同時にもたらされる環境条件及び発電用原子炉施設で有意な可能性

をもって同時にもたらされる環境条件（地震，内部火災，内部溢水，ばい

煙，有毒ガス，降下火砕物及び凍結による操作雰囲気の悪化）を想定して

も，容易に操作できる設計とする（第１図）。外部電源喪失時においては，

圧縮減容装置は自動停止する設計とする。 
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10 条－4 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 

 

 

第１図 圧縮減容装置の操作盤（イメージ） 
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10 条－5 

10 条－参考 1 

既許可 まとめ資料 「誤操作の防止」 
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11 条補足説明資料 

安全避難通路等
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11 条―1 

1. 要求事項 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則の解釈 

備考 

（安全避難通路等） 

第十一条 発電用原子炉施設には、次

に掲げる設備を設けなければな

らない。 

一 その位置を明確かつ恒久的に表

示することにより容易に識別で

きる安全避難通路 

第１１条（安全避難通路等） 

１ 第１１条は、設計基準におい

て想定される事象に対して発

電用原子炉施設の安全性が損

なわれない（安全施設が安全

機能を損なわない。）ために必

要な安全施設以外の施設又は

設備等への措置を含む。 

適合対象 

（2.1 に設

計方針等を

示す。） 

二 照明用の電源が喪失した場合に

おいても機能を損なわない避難

用の照明 

２ 第２号に規定する「避難用の

照明」の電力は、非常用電源

から供給されること、又は電

源を内蔵した照明装置を装備

すること。 

適合対象 

（2.2 に設

計方針等を

示す。） 
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11 条―2 

実用発電用原子炉及びその附属施設

の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則の解釈 

備考 

三 設計基準事故が発生した場合に

用いる照明（前号の避難用の照明

を除く。）及びその専用の電源 

 

３ 第３号に規定する「設計基準

事故が発生した場合に用いる

照明」とは、昼夜及び場所を

問わず、発電用原子炉施設内

で事故対策のための作業が生

じた場合に、作業が可能とな

る照明のことをいう。なお、

現場作業の緊急性との関連に

おいて、仮設照明の準備に時

間的猶予がある場合には、仮

設照明（可搬型）による対応

を考慮してもよい。 

適合対象外

（2.3 に示

すとおり，

設計基準事

故が発生し

た場合にお

いて，作業

用照明が必

要となる作

業場所でな

いため） 

2. 適合のための設計方針等 

 「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための

設計方針等を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設

計方針等を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第十一条第 1 項第１号について 

既許可における設計方針等 

既許可では，発電用原子炉施設の建屋内には避難通路を設ける設計としてい

る。また，避難通路には必要に応じて，標識並びに非常灯及び誘導灯を設け，

その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設計として

いる。 

【十一条－参考 1】 
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11 条―3 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

圧縮減容装置を設置する固体廃棄物作業建屋の建屋内には避難通路を設ける

設計とする。また，避難通路には必要に応じて，標識並びに非常灯及び誘導灯

を設け，その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる設

計とする。 

避難通路及び標識並びに非常灯及び誘導灯は，圧縮減容装置の設置により，

配置を変更することなく，容易に識別できる設計とする。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本号に適合する。 

 

2.2 設置許可基準規則第十一条第 1 項第２号について 

既許可における設計方針等 

既許可では，非常灯及び誘導灯は，非常用ディーゼル発電機，蓄電池又は灯

具に内蔵した蓄電池により，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損

なわない設計としている。 

【十一条－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

固体廃棄物作業建屋に設置する非常灯及び誘導灯は，灯具に内蔵した蓄電池

により，照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない設計とす

る。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本号に適合する。 

 

2.3 設置許可基準規則第十一条第 1 項第３号について 

既許可における設計方針等 
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既許可では，設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照明として，避難

用の照明とは別に，非常用照明，直流非常灯及び蓄電池内蔵型照明を設置する

設計としている。 

設計基準事故が発生した場合に作業用照明が必要となる場所の抽出の結果，

第 1 表に示す発電用原子炉の停止，停止後の冷却及び監視等の操作が必要とな

る中央制御室，現場機器室及び現場機器室へのアクセスルートに，避難用の照

明とは別に作業用照明を設置する設計としている。 

【十一条－参考 1,2】 
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11 条―5 

第 1 表 作業用照明が必要となる作業場所 

選定項目 設置箇所 

①発電用原子炉の停止，停止後

の冷却及び監視等の操作 

＜発電用原子炉設置変更許可申請書 添付書類十

に示す事故＞ 

1)中央制御室 

②設計基準事故発生時に必要な

操作を実施する現場機器室 

＜放射性気体廃棄物処理施設の一部が破損した

場合において，タービン建屋搬出入口シャッター

を開放している作業員等は閉操作を実施＞ 

1)タービン建屋搬出入口…タービン建屋 1 階 

③八条（火災による損傷の防

止）：内部火災発生時に必要な

操作を実施する現場機器室 

＜火災により原子炉保護系の論理回路が励磁状

態を維持し，発電用原子炉をスクラムさせる必要

がある場合に，現場での原子炉保護系母線停止操

作を実施＞ 

1)電気室…原子炉建屋付属棟 1 階 

④第九条（溢水による損傷の防

止等）：内部溢水発生時に必要

な操作を実施する現場機器室 

＜地震時の溢水の要因により燃料プール冷却浄

化系の機能が喪失した際に，残留熱除去系により

燃料プールの冷却及び注水機能維持のため現場

での手動弁操作を実施＞ 

1)ＭＳＩＶ－ＬＣＳマニホールド室 

…原子炉建屋原子炉棟 3 階 

2)エレベータ正面…原子炉建屋原子炉棟 4 階 

3)ＦＰＣポンプ室…原子炉建屋原子炉棟 4 階 

⑤十四条（全交流動力電源喪失

対策設備）：全交流動力電源喪失

時から重大事故等に対処するた

めに必要な電力の供給が交流動

力電源から開始される前までに

必要な操作を実施する現場機器

室 

＜全交流動力電源喪失時に非常用ディーゼル発

電機または外部電源復旧が不可能な場合に，常設

代替交流電源設備からの受電準備の現場操作と

して，不要な負荷の切り離し操作を実施＞ 

1)電気室…原子炉建屋付属棟 1 階，地下 1 階，地

下 2 階 

 第二十六条（原子炉制御室

等）：中央制御室退避事象時に必

要な操作を実施する現場機器室

1)中央制御室外原子炉停止装置 

…  

⑦中央制御室から現場機器室ま

での建屋内アクセスルート 
1)通路 
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11 条―6 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

 圧縮減容装置は，設計基準事故が発生した場合において，作業用照明が必要

となる作業場所でないため，本項については適合対象外である。 
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11 条―7 

十一条－参考 1 

既許可 添付書類八 
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11 条―8 
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11 条―9 

 

十一条－参考 2 

既許可 まとめ資料「安全避難通路等」 
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11 条―11 
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12 条補足説明資料 

安全施設 
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12 条－1 

1. 要求事項 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

（安全施設） 

第十二条 安全施設は、その安全機能の

重要度に応じて、安全機能が確保さ

れたものでなければならない。 

 

第１２条（安全施設） 

１ 第１項に規定する「安全機能の

重要度に応じて、安全機能が確

保されたもの」については、「発

電用軽水型原子炉施設の安全

機能の重要度分類に関する審

査指針」による。ここで、当該

指針における「安全機能を有す

る構築物、系統及び機器」は本

規定の「安全施設」に読み替え

る。 

 

適 合 対 象

（2.1 に設

計方針等を

示す。） 

２ 安全機能を有する系統のうち、安全

機能の重要度が特に高い安全機能

を有するものは、当該系統を構成す

る機械又は器具の単一故障（単一の

原因によって一つの機械又は器具

が所定の安全機能を失うこと（従属

要因による多重故障を含む。）をい

う。以下同じ。）が発生した場合であ

って、外部電源が利用できない場合

においても機能できるよう、当該系

統を構成する機械又は器具の機能、

構造及び動作原理を考慮して、多重

性又は多様性を確保し、及び独立性

を確保するものでなければならな

い。 

２ 第２項の「単一故障」は、従属

要因に基づく多重故障を含ま

れる。 

３ 第２項に規定する「安全機能を

有する系統のうち、安全機能の

重要度が特に高い安全機能を

有するもの」は、上記の指針を

踏まえ、以下に示す機能を有す

るものとする。 

一 その機能を有する系統の多

重性又は多様性を要求する

安全機能 

適合対象外

（2.2 に示

すとおり，

圧縮減容装

置を含む固

体廃棄物処

理系は放射

性物質の貯

蔵機能（Ｐ

Ｓ－３）を

有する設備

であり，重

要度が特に

高い安全機

能を有する
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12 条－2 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

 

二 その機能を有する複数の系

統があり、それぞれの系統

について多重性又は多様性

を要求する安全機能 

４ 第２項に規定する「単一故障」

は、動的機器の単一故障及び静

的機器の単一故障に分けられ

る。重要度の特に高い安全機能

ものでない

ため） 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

を有する系統は、短期間では動

的機器の単一故障を仮定して

も、長期間では動的機器の単一

故障又は想定される静的機器

の単一故障のいずれかを仮定

しても、所定の安全機能を達成

できるように設計されている

ことが必要である。 

５ 第２項について、短期間と長期

間の境界は 24 時間を基本と

し、運転モードの切替えを行う

場合はその時点を短期間と長

期間の境界とする。例えば運転

モードの切替えとして、加圧水

型軽水炉の非常用炉心冷却系

及び格納容器熱除去系の注入

モードから再循環モードへの

切替えがある。 

また、動的機器の単一故障又は

想定される静的機器の単一故

障のいずれかを仮定すべき長

期間の安全機能の評価に当た

っては、想定される も過酷な

条件下においても、その単一故

障が安全上支障のない期間に

除去又は修復できることが確

実であれば、その単一故障を仮

定しなくてよい。 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

さらに、単一故障の発生の可能

性が極めて小さいことが合理

的に説明できる場合、あるい

は、単一故障を仮定することで

系統の機能が失われる場合で

あっても、他の系統を用いて、

その機能を代替できることが

安全解析等により確認できれ

ば、当該機器に対する多重性の

要求は適用しない。 

 

３ 安全施設は、設計基準事故時及び設

計基準事故に至るまでの間に想定

される全ての環境条件において、そ

の機能を発揮することができるも

のでなければならない。 

 

６ 第３項に規定する「想定される

全ての環境条件」とは、通常運

転時、運転時の異常な過渡変化

時及び設計基準事故時におい

て、その機能が期待されている

構築物、系統及び機器が、その

間にさらされると考えられる

全ての環境条件をいう。 

 

適合対象 

（2.3 に設

計方針等を

示す。） 

４ 安全施設は、その健全性及び能力を

確認するため、その安全機能の重要

度に応じ、発電用原子炉の運転中又

は停止中に試験又は検査ができる

ものでなければならない。 

 

７ 第４項に規定する「発電用原子

炉の運転中又は停止中に試験

又は検査ができる」とは、実系

統を用いた試験又は検査が不

適当な場合には、試験用のバイ

パス系を用いること等を許容

することを意味する。 

８ 第４項に規定する「試験又は検

適合対象外

（2.4 に設

計方針等を

示す。） 
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12 条－5 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

査」については、次の各号によ

ること。 

一 発電用原子炉の運転中に待

機状態にある安全施設は、

運転中に定期的に試験又は

検査（実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準

に関する規則（平成２５年

原子力規制委員会規則第６

号。以下「技術基準規則」

という。）に規定される試験

又は検査を含む。）ができる

こと。ただし、運転中の試

験又は検査によって発電用

原子炉の運転に大きな影響

を及ぼす場合は、この限り

でない。また、多重性又は

多様性を備えた系統及び機

器にあっては、各々が独立

して試験又は検査ができる

こと。 

二 運転中における安全保護系

の各チャンネルの機能確認

試験にあっては、その実施

中においても、その機能自

体が維持されていると同時

に、原子炉停止系及び非常
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実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

用炉心冷却系等の不必要な

動作が発生しないこと。 

三 発電用原子炉の停止中に定

期的に行う試験又は検査

は、原子炉等規制法及び技

術基準規則に規定される試

験又は検査を含む。 

９ 第４項について、下表の左欄に

掲げる施設に対しては右欄に

示す要求事項を満たさなけれ

ばならない。 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

 

 

５ 安全施設は、蒸気タービン、ポンプ

その他の機器又は配管の損壊に伴

う飛散物により、安全性を損なわな

いものでなければならない。 

 

１０ 第５項に規定する「蒸気ター

ビン、ポンプその他の機器又は

配管の損壊に伴う飛散物」と

は、内部発生エネルギーの高い

流体を内蔵する弁及び配管の

破断、高速回転機器の破損、ガ

ス爆発又は重量機器の落下等

によって発生する飛散物をい

う。なお、二次的飛散物、火災、

化学反応、電気的損傷、配管の

破損又は機器の故障等の二次

的影響も考慮するものとする。

また、上記の「発生する飛散物」

の評価については、「タービン

ミサイル評価について」（昭和

５２年７月２０日原子力委員

会原子炉安全専門審査会）等に

よること。 

 

 

適合対象外

（2.5 に示

すとおり圧

縮減容装置

は飛散物の

発生源とな

ら ず ,ミ サ

イル防護の

対象となら

ないため）
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実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

６ 重要安全施設は、二以上の発電用原

子炉施設において共用し、又は相互

に接続するものであってはならな

い。ただし、二以上の発電用原子炉

施設と共用し、又は相互に接続する

ことによって当該二以上の発電用

原子炉施設の安全性が向上する場

合は、この限りでない。 

 

１１ 第６項に規定する「重要安全

施設」については、「発電用軽水

型原子炉施設の安全機能の重

要度分類に関する審査指針」に

おいてクラスＭＳ－１に分類

される下記の機能を有する構

築物等を対象とする 。 

・原子炉の緊急停止機能 

・未臨界維持機能 

・原子炉冷却材圧力バウンダ

リの過圧防止機能 

・原子炉停止後の除熱機能 

・炉心冷却機能 

・放射性物質の閉じ込め機能

並びに放射線の遮蔽及び放

出低減機能（ただし、可搬

型再結合装置及び沸騰水型

発電用原子炉施設の排気筒

（非常用ガス処理系排気管

の支持機能を持つ構造物）

を除く。） 

・工学的安全施設及び原子炉

停止系への作動信号の発生

機能 

・安全上特に重要な関連機能

（ただし、原子炉制御室遮

蔽、取水口及び排水口を除

く。） 

適合対象外

（2.6 に示

すとおり圧

縮減容装置

を含む固体

廃棄物処理

系は，放射

性物質の貯

蔵機能（Ｐ

Ｓ－３）を

有する設備

であり，重

要安全施設

に該当しな

いため） 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規則

実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈 

備考 

１２ 第６項に規定する「安全性が

向上する場合」とは、例えば、

ツインプラントにおいて運転

員の融通ができるように居住

性を考慮して原子炉制御室を

共用した設計のように、共用対

象の施設ごとに要求される技

術的要件を満たしつつ、共用す

ることにより安全性が向上す

るとの評価及び設計がなされ

た場合をいう。 

１３ 第６項に規定する「共用」と

は、２基以上の発電用原子炉施

設間で、同一の構築物、系統又

は機器を使用することをいう。

１４ 第６項に規定する「相互に接

続」とは、２基以上の発電用原

子炉施設間で、系統又は機器を

結合することをいう。 

 

７ 安全施設（重要安全施設を除く。）

は、二以上の発電用原子炉施設と共

用し、又は相互に接続する場合に

は、発電用原子炉施設の安全性を損

なわないものでなければならない。

 

 適合対象外

（2.7 に示

すとおり圧

縮減容装置

は共用しな

いため） 
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12 条－10 

2. 適合のための設計方針等 

「１．要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針等を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設計方

針等を以下に示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第十二条第１項について 

既許可における設計方針等 

既許可では，安全施設を「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類

に関する審査指針」に基づき，それが果たす安全機能の性質に応じて，異常発

生防止系（ＰＳ）及び異常影響緩和系（ＭＳ）に分類している。また，安全施

設の有する安全機能の重要度に応じて，クラス１，クラス２及びクラス３に分

類している。安全施設は，この分類に応じて，それぞれの基本的目標を達成す

ることができる設計方針とすることにより，安全機能を確保することとしてい

る。 

【十二条－参考１】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

 圧縮減容装置を含む固体廃棄物処理系は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）

を有する設備である。（第 12－1 表）。このため，一般の産業施設と同等以上の

信頼性を確保し，かつ，維持する設計とする。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 
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12 条－11 

第 12－1 表 圧縮減容装置を含む固体廃棄物処理系の機能別重要度分類 

分類 

異常状態発生防止 

定義 機能 
構築物，系統又は

機器 

特記すべき

関連系 

ＰＳ－３ 

１）異常状態の

起因事象となる

ものであって，

ＰＳ－１及びＰ

Ｓ－２以外の構

築物，系統及び

機器 

３）放射性物質

の貯蔵機能 

 

固体廃棄物処理系 － 

 

2.2 設置許可基準規則第十二条第２項について  

既許可における設計方針等 

既許可では，安全機能を有する系統のうち，安全機能の重要度が特に高い安

全機能を有するものとして，設置許可基準規則解釈第１２条３に示されている

機能を有するものについての要求事項が定められている。解釈３にて示されて

いる機能は，クラス１及びクラス２に係るものであり，クラス３については本

項の適合対象外としている。 

【十二条－参考 1】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

圧縮減容装置を含む固体廃棄物処理系は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）

を有する設備である。このため，設置許可基準規則解釈第１２条３により「安

全機能を有する系統のうち，安全機能重要度が特に高い安全機能を有するもの」

に該当せず，本項については適合対象外である。 

 

2.3 設置許可基準規則第十二条第３項について 

既許可における設計方針等 

 既許可では，安全施設の設計条件を設定するに当たっては，材料疲労，劣化

等に対しても十分な余裕をもって機能維持が可能となるよう，通常運転時，運
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12 条－12 

転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力，温度，湿度，

放射線量等各種の環境条件下で，期待されている安全機能を発揮できる設計と

している。 

【十二条－参考 3】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

圧縮減容装置を含む固体廃棄物処理系は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）

を有する設備である。このため，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び

設計基準事故時に想定される環境条件（圧力，温度，湿度及び放射線等）にお

いて，放射性物質の貯蔵機能が発揮できる設計とする。環境条件は，圧縮減容

装置が設置される固体廃棄物作業建屋は屋外に設置されていること，固体廃棄

物作業建屋内には圧力・温度上昇要因がないことを踏まえて設定する。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであり，

本項に適合する。 

 

2.4 設置許可基準規則第十二条第４項について 

既許可における設計方針等 

既許可では，安全施設は，その健全性及び能力を確認するために，その安全

機能の重要度に応じ，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査ができ

る設計としている。 

また，既許可では，設置許可基準規則解釈第１２条９に示される表の左欄の

機器等について，右欄に示される試験又は検査に係る要求事項を満たすよう設

計している。放射性物質の貯蔵機能を有する設備については，本表の左欄の機

器等として示されていない。 

【十二条－参考 4】 
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12 条－13 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

圧縮減容装置を含む固体廃棄物処理系は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）

を有する設備であり，その機能の健全性を定期的な試験又は検査（保全プログ

ラムに基づく点検等）を行うことにより確認できる設計とする。 

したがって，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであり，

本項に適合する。 

【十二条－参考 5】 

 

2.5 設置許可基準規則第十二条第５項について 

既許可における設計方針等 

既許可では，発電用原子炉施設内部においては，内部発生エネルギの高い流

体の弁の破損，配管の破断及び高速回転機器の破損による飛散物が想定される

ため，プラントの安全性を損なうおそれのある飛散物が発生する可能性を十分

低く抑えるよう，機器の設計，製作，品質管理，運転管理に十分な考慮を払う

こととしている。 

また，万一タービンの破損を想定した場合でも，飛散物によって安全施設の

機能が損なわれている可能性を極めて低くする設計としている。 

【十二条－参考 6】 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

圧縮減容装置は，内部発生エネルギの高い流体を内包せず，また高速回転機

器にも該当しないため，飛散物の発生源として考慮する必要はない。 

また，「タービンミサイル評価について」（昭和５２年７月２０日原子力委員

会原子炉安全専門審査会）においては，ミサイル防護の対象を格納容器内冷却

材圧力バウンダリ及び使用済燃料プールとしており，放射性物質の貯蔵機能（Ｐ
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12 条－14 

Ｓ－３）を有する固体廃棄物処理系はミサイル防護の対象となっていない。 

したがって，本項については適合対象外である。 

【十二条－参考 7】 

 

2.6 設置許可基準規則第十二条第６項について 

既許可における設計方針等 

 既許可では，重要安全施設である「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重

要度分類に関する審査指針」（平成 2 年 8 月 30 日原子力安全委員会決定）に示

されるクラスＭＳ－１設備を対象に，２以上の発電用原子炉施設において共用

又は相互接続する設備はないとしている。 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

圧縮減容装置を含む固体廃棄物処理系は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－

３）を有する設備である。このため，重要安全施設に該当しておらず，本項に

ついては適合対象外である。 

 

2.7 設置許可基準規則第十二条第 7 項について 

既許可における設計方針等 

 設置許可基準規則第十二条第 7 項では，安全施設（重要安全施設を除く。）の

うち，２以上の発電用原子炉施設間で共用する場合についての要求事項を定め

ており，既許可において，２以上の発電用原子炉施設間で共用する安全施設は，

固体廃棄物処理系，所内ボイラ設備，所内蒸気系，給水処理系，緊急時対策所，

通信連絡設備，放射線監視設備及び消火系としている。 

【十二条－参考 8】 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 
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12 条－15 

 圧縮減容装置を含む固体廃棄物処理系は，放射性物質の貯蔵機能（ＰＳ－３）

を有する設備ではあるが，２以上の発電用原子炉施設間で共用しない設計とす

るため，本項については適合対象外である。 
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12 条－16 

十二条－参考 1 

既許可 添付資料八 
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12 条－17 
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12 条－18 
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12 条－19 
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12 条－20 

十二条－参考 2 

既許可 添付資料八 
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十二条－参考 3 

既許可 添付資料八 
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12 条－22 
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12 条－23 

十二条－参考 4 

既許可 添付資料八 
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12 条－24 
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12 条－25 

十二条－参考 5 

既許可 添付書類八  
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十二条－参考 6 

既許可 添付資料八 
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12 条－27 
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12 条－28 

十二条－参考 7 

「タービンミサイル評価について」 

（昭和５２年７月２０日原子力委員会原子炉安全専門審査会） 
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12 条－29 

十二条－参考 8 

既許可 添付資料八 
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27 条補足説明資料 

放射性廃棄物の処理施設 
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27 条－1 

1. 要求事項 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

（放射性廃棄物の処理施設） 

第二十七条 工場等には、次に掲げると

ころにより、通常運転時において放射性

廃棄物（実用炉規則第二条第二項第二号

に規定する放射性廃棄物をいう。以下同

じ。）を処理する施設（安全施設に係るも

のに限る。以下この条において同じ。）を

設けなければならない。 

第２７条（放射性廃棄物の処理施設） 

 

 

 

 

 

 

適合対象 

（2.1 に既許可の

処理能力に影響を

与えないことを示

す。） 

一 周辺監視区域の外の空気中及び周

辺監視区域の境界における水中の放射

性物質の濃度を十分に低減できるよ

う、発電用原子炉施設において発生す

る放射性廃棄物を処理する能力を有す

るものとすること。 

 

１ 第１号に規定する「放射性物質の濃

度を十分に低減できる」とは、気

体廃棄物処理施設にあっては、ろ

過、貯留、減衰及び管理等によ

り、液体廃棄物処理施設にあって

はろ過、蒸発処理、イオン交換、

貯留、減衰及び管理等によるこ

と。 

２ 第１号に規定する「十分に低減でき

る」とは、As Low As Reasonably 

Achievable(ALARA)の考え方の下、

当該工場等として「発電用軽水型

原子炉施設周辺の線量目標値に関

する指針」（昭和５０年５月１３日

原子力安全委員会決定）において

定める線量目標値（５０マイクロ

シーベルト／年）が達成できるも

のであること。 

３ 上記２の線量目標値の評価に当たっ

ては、「発電用軽水型原子炉施設周

辺の線量目標値に対する評価指

適合対象外 

（2.2 において申

請施設は，気体廃

棄物処理系及び液

体廃棄物処理系に

該当せず，適合対

象外であることを

示す。なお，放出

される放射性物質

による周辺監視区

域外の空気中濃度

を十分低減できる

こと及び一般公衆

の実効線量が無視

し得るほど小さい

ことも併せて示

す。） 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

針」（昭和５１年９月２８日原子力

安全委員会決定）等において定め

るところによること。 

二 液体状の放射性廃棄物の処理に係

るものにあっては、放射性物質を処理

する施設から液体状の放射性廃棄物が

漏えいすることを防止し、及び工場等

外へ液体状の放射性廃棄物が漏えいす

ることを防止できるものとすること。 

 

 

４ 第２号に規定する「液体状の放射性

廃棄物」とは、液体状の放射性廃

棄物及び液体にスラッジ等の固体

が混入している状態のものをいう

（以下本規程において同じ。）。 

５ 第２号に規定する「液体状の放射性

廃棄物の処理に係るもの」とは、

発電用原子炉施設の運転に伴い発

生する液体状の放射性廃棄物を分

離・収集し、廃液の性状により、

適切なろ過、蒸発処理、イオン交

換、貯留、減衰及び管理等を行う

施設及び処理施設を収納する建屋

又は区域をいう。 

６ 第２号に規定する「液体状の放射性

廃棄物が漏えいすることを防止

し、及び工場等の外へ液体状の放

射性廃棄物が漏えいすることを防

止できるもの」については、「放射

性液体廃棄物処理施設の安全審査

に当たり考慮すべき事項ないしは

基本的な考え方」（昭和５６年９月

２８日原子力安全委員会決定）に

おいて定めるところによる。 

 

 

 

適合対象外 

（2.3 に申請施設は

液体廃棄物の処理に

係る設備ではないこ

とを示す。） 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈 

備考 

三 固体状の放射性廃棄物の処理に係

るものにあっては、放射性廃棄物を処

理する過程において放射性物質が散逸

し難いものとすること。 

７ 第３号に規定する「処理する過程」

には、廃棄物の破砕、圧縮、焼却

及び固化等の処理過程が含まれ

る。 

適合対象 

（2.4 に圧縮減容

装置は放射性物質

が散逸し難い構造

であることを示

す。） 
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2. 適合のための設計方針等 

 「1. 要求事項」での各要求事項に関して，既許可における適合のための設

計方針等を示すとともに，圧縮減容装置の設置時における適合のための設計方

針等を示す。 

 

2.1 設置許可基準規則第二十七条第１項について 

既許可における設計方針等 

 既許可において，固体廃棄物作業建屋の仕分け・切断作業エリアは，不燃性

雑固体廃棄物の仕分け・切断を行うとし，その面積は約 900m２とし，そこでは

不燃性雑固体廃棄物を，雑固体減容処理設備を用いた溶融・焼却による減容が

期待できるものと，減容効果が小さいものに仕分け，切断する作業を約 6,000

本／年行うことが可能な設計としている。 

 これは，固体廃棄物作業建屋設置前の仕分け・切断作業の実績（約 240m２の

床面積で年間約 2,000 本処理）を根拠に，3 倍の年間約 6,000 本の処理が可能

となるよう，3 倍の面積である約 720m２を上回る約 900m２のエリア面積を確保

している。 

この仕分け・切断された不燃性雑固体廃棄物は，必要に応じてベイラ建屋に

運ばれ減容装置（以下「ベイラ」という。）にて減容処理した後，廃棄物処理

建屋にて，それぞれ雑固体減容処理設備にて減容が期待できるものは溶融・焼

却され，減容が期待できないものは直接充填固化される。この処理過程を経

て， 終的に 大 1,500 本／年の充填固化体を製作できる設計としている。 

仕分け・切断作業は，作業員 14 名／直の 2 交替体制（計 28 人）を計画して

おり，1 日当たりの処理本数は，ドラム缶 32 本と想定している。 

【二十七条－参考 1】 

【二十七条－参考 2】 
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【二十七条－参考 3】 

また，固体廃棄物作業建屋の仕分け・切断作業エリアにおいては給水加熱器

保管庫に保管中の第６給水加熱器等の仕分け・切断作業を行う設計としている。

なお，第６給水加熱器等の仕分け・切断作業を実施する期間は，不燃性雑固体

廃棄物の仕分け・切断作業を実施しない設計としている。 

【二十七条－参考 4】 

 

圧縮減容装置の設置時における設計方針等 

圧縮減容装置は，雑固体減容処理設備では処理できず，直接充填固化を行っ

ていた廃棄物のうち，無機物（保温材等），難燃物（ゴム，樹脂等），ペール缶，

薄物金属等を圧縮処理する設備として設計する。上記対象廃棄物は，圧縮減容

装置で圧縮減容し，ドラム缶等に詰めて貯蔵保管するか又は固型化材（モルタ

ル）を充填してドラム缶内に固型化し貯蔵保管する設計とする。 

圧縮減容装置にて処理を行う廃棄物は東海第二発電所から発生したもののみ

とし，東海発電所の廃棄物は処理対象外とする。なお，圧縮減容装置にて処理

を行う際は，ドラム缶等に記載の識別番号を参照し，東海第二発電所の廃棄物

であることを確認してから処理を実施する。 

不燃性雑固体廃棄物の処理フローを第 27－1 図に示す。 

圧縮減容装置は，第 27－2 図に示すとおり，固体廃棄物作業建屋の仕分け・

切断作業エリア内に新たに設ける「圧縮減容処理エリア」に設置する。 

なお，「作業場」は，仕分け・切断作業エリアの一部及び圧縮減容処理エリア

からなる壁，天井，扉により区画された作業空間であり，必要な換気能力が確

保された範囲を示し，「エリア」は場所の総称であり，作業空間のほか作業準備

に必要な場所を含めた範囲を示す。 

各エリアと作業場の換気，作業内容を第 27－1 表に示す。  
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27 条－6 

第 27－1 表 各エリアと作業場の換気，作業内容 

 換気 作業内容 図※ 

仕分け・切断作業エリア

給気側 

（汚染低） 

 

蓋締めされたドラム缶等の

仮置き等 
① 

 
作
業
場 

排気側 

（汚染高） 

仕分け・切断作業 ② 

圧縮減容処理エリア 圧縮減容処理 ③ 

※ 第 27－2 図に記載の番号 

 

仕分け・切断エリアにおいては不燃性雑固体廃棄物の仕分け・切断作業を行

い，これと並行して圧縮減容処理エリアにおいては，圧縮減容処理を行える設

計とする。圧縮減容処理エリアは，圧縮減容装置の設置面積及び作業のための

取り回し等の面積を含めて約 70m２とし，仕分け・切断作業エリアは，今後は面

積約 830m２にて仕分け・切断作業を行う設計とする。なお，圧縮減容作業は作

業員約 6 名による作業を計画しており，1 日当たりの処理本数は，ドラム缶 6

本と想定している。 

仕分け・切断作業エリアは，既許可における仕分け・切断作業の処理能力設

計の根拠から，約 720m２の床面積で年間約 6,000 本の処理が可能となる設計と

しており，新たに圧縮減容処理エリアを設けたとしても，既許可における不燃

性雑固体廃棄物の仕分け・切断作業の処理能力は担保される。 

また，固体廃棄物作業建屋の仕分け・切断作業エリアにおいて第６給水加熱

器等の仕分け・切断作業を行うこととしているが，第 27－3 図に示すとおり，

新たに圧縮減容処理エリアを設けたとしても，第６給水加熱器等の仕分け・切

断を行う作業場所が十分確保できることから，圧縮減容処理エリアでの圧縮減

容処理と並行して第６給水加熱器等の仕分け・切断作業を問題なく行える設計
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とする。なお，既許可と同様，第６給水加熱器等の仕分け・切断作業を実施し

ている間は，不燃性雑固体廃棄物の仕分け・切断作業は実施しない。 

圧縮減容装置を導入した場合における不燃性雑固体廃棄物の仕分け・切断作

業の流れと第６給水加熱器等の仕分け・切断作業の流れをそれぞれ第 27－4 図，

第 27－5 図に，また第６給水加熱器等の仕分け・切断作業時の固体廃棄物作業

建屋内レイアウト概念図を第 27－6 図に示す。 

上記の設計は，既許可における適合のための設計方針等を踏まえたものであ

り，本項に適合する。 

なお，既設のベイラは，プレス能力が約 10ｔの減容プレス機であり，ドラム

缶内の不燃性雑固体廃棄物を上から 1 軸でプレスすることで効率よく収納可能

な設備であるが，圧縮減容装置は，対象廃棄物を収納したドラム缶を，約 300

ｔの圧縮力で 3 方向から圧縮減容する設備であるため，より効率的に不燃性雑

固体廃棄物の減容を促進できる。 
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